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本日ここに、平成２８年第１回諫早市議会定例会を

招集いたしましたところ、議員の皆様には御健勝にて

御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  

本議会に提案いたしております平成２８年度の予算

案をはじめ、諸議案の御審議をお願いするに先立ち、

私の市政運営に対する所信を申し述べ、議員各位並び

に市民の皆様の御理解と、お力添えを賜りたいと存じ

ます。  

 

まず初めに、先月２３日から２５日にかけて の記録

的な大雪や寒波の影響により 、被害に遭われた皆様に

衷心よりお見舞を申し上げます。また、水道 管の破損・

漏水に伴う断水につきまして、全面給水を 再開するま

での間、市民の皆様には多大なる 御不便や御迷惑をお

掛けしましたことを深くおわび申し上げますとともに、

復旧に際しまして、関係機関・団体をはじめ、市民の

皆様の御協力・御支援を賜り心から御礼申し上げます。 

今回の寒波による積雪に伴い、本市におきましても

森山地域の市道 唐比長走線など４路線、林道丸尾線な

ど２路線で通行止めを実施したほか 、公共交通機関で
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は、鉄道、路線バス等の運休等が相次ぎました。また、

農業用ビニールハウスの倒壊など農業施設や農産物に

被害が生じたほか、多くの御家庭の 水道管が凍結・破

損し、大量の水道水が漏水した影響により、諫早地域

や高来地域において、断水が発生するなど 市民生活に

深刻な影響がございました。  

こ う し た 中 、 市 で は 、「 上 下 水 道 局 寒 波 対 策 本 部 」、

「諫早市断水対策本部」を順次設置 するとともに 、関

係機関とも情報を共有しながら、一日も早い復旧に向

けて取り組んで まいりました 。道路凍結等による事故

防止のため、バス路線などの幹線道路や橋梁、農道を

中心に、道路パトロール及び融雪剤の散布を行うとと

もに、通学路等の除雪作業などの対応に当たった結果、

市内における交通網は２７日１４時には、ほぼ解消さ

れたところです 。  

しかしながら、 断水世帯は時間の経過とともに増加

し、一時１万２千世帯を超えたため、全職員を挙げて

断水対策に当た りました。また、「陸上自衛隊第１６普

通 科 連 隊 」 な ど ３ 部 隊 か ら 、 延 べ １ ２ ０ 人 の 隊 員 と   

２ １ 台 の 給 水 車 両 の 派 遣 を 受 け 、 職 員 と と も に 市 内  
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１７か所で臨時給水に当たっていただいたとこ ろでご

ざいます。そのほか、「水道検針事業協同組合」、「諫早

市管工業協同組合」などの応援、自治会独自の止水活

動など市民の皆様の御協力にもよりまして、１月２９

日午前６時、全面給水を再開することが できました。

この間、市民の皆様へは、広報車や防災行政無線、防

災メール、ホームページなど市の広報に加え、エフエ

ムいさはや、諫早ケーブルテレビにも お力添えをいた

だき、断水に関する継続的な情報提供や御協力のお願

いなどの周知に努めたところでございます。  

現在、市内全世帯を対象に、漏水した 水道管が残っ

ていないか、検針員による専門的な漏水調査を実施し

ているところで す。今回の断水におきましては、市民

の皆様方からの御意見・御指摘も 踏まえ、緊急時の対

応や情報の周知 方法等につきまして 、改めて検証を行

い、今後の改善策に活かしてまいりたいと 考えており

ます。  

なお、今回の寒波により水道 管が破損し、漏水等の

被害を受けた皆様の水道料金及び下水道使用料につき

ましては、特別減免措置を行うこととしております。   
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また、農業生産に支障を来たされている農業者に対

しましては、関係機関と連携して 、復旧に向けた補助

事業等の活用について検討してまいりたいと存じます。 

 

先月２２日、閣議決定された政府の経済見通しによ

りますと、平成２８年度の日本経済は、 各種政策の推

進により、雇用・所得環境が引き続き 改善し、経済の

好循環が更に進展するとともに、交易条件が緩やかに

改善する中で、堅調な民需に支えられた景気回復が見

込まれるとの判断が示されました。  

また、経済財政運営に当たっては、これまでのアベ

ノミクスの成果の上に、「デフレ脱却・経済再生」と

「財政健全化」を双方ともに更に前進させるとされて

おります。しかしながら、世界経済が不透明感を増す

中、景気の先行きに対する懸念 やアベノミクスの 地域

経済への波及効果が、地方には十分に浸透していない

状況であることから、引き続き国と地方が一体となっ

て、地域経済対策を講じていく必要が あると考えてお

ります。  

このような中、 国におきましては、喫緊の重要課題
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である「一億総活躍社会」の実現に向けた取組や環太

平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定を踏まえた対応

を図るとともに、 「経済・財政再生計画」 の初年度に

おける歳出改革を着実に推進するという基本方針のも

と 、 一 般 会 計 総 額 で 過 去 最 大 と な る 前 年 度 当 初 比   

０ ． ４ パ ー セ ン ト 増 の ９ ６ 兆 ７ ， ２ １ ８ 億 円 と す る  

平成２８年度予算案が閣議決定され 、今国会に提出さ

れました。強い経済を実現し、少子高齢化という構造

的な問題に正面から取り組むとともに、経済再生と財

政健全化の両立を目指した予算とされて おります。  

地方財政対策につきましては、地方の一般財源総額

が、前年度を０．１兆円上回る６１．７兆円確保され

たことは、地方自治体が安定的な行財政運営を行える

よう編成されたものと考えて いるところです。  

また、地方創生に必要な財源につきまして も、新型

交付金として「地方創生推進交付金」１，０００億円

が新たに計上されるとともに、 地方財政計画において

も、「まち・ひと・しごと創生事業費」が前年度と同額

の１兆円確保されて おります。本市といたしましても

地方創生の推進に向け、地域の実情に応じた自主的か
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つ主体的な取組が進められるよう、国の動向を注視し

ながら適切に対応してまいりたいと存じます。  

なお、国の平成２７年度補正予算で「地方創生加速

化交付金」が創設されたことを受けまして、本市 にお

きましても、佐賀県太良町との連携による、交流人口

の拡大に関する 新規事業を計上した平成２７年度補正

予算案を本議会に提出いたしております。  

 

次に、「九州新幹線西九州ルート （長崎ルート）」に

つきましては、現在、市内のトンネル工事を中心に順

調に工事が進められております。  

フリーゲージトレイン の開発につきましては、昨年

１２月４日、国土交通省の「軌間可変技術評価委員会」

において、耐久走行試験休止による 技術的な不具合の

原因推定と対策案についての中間報告がなされ、「今後

の検証試験等が順調に進んだ 場合には、再開時期は、

平成２８年度後半を予定している 」と示されたところ

でございます。  

また、今月１０日、「与党整備新幹線建設 推進プロジ

ェクトチーム」内に設置された「九州新幹線西九州ル
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ート検討委員会 」に対し、国土交通省より フリーゲー

ジトレイン開発の遅れに伴い、量産車による全面開業

が平成３７年春以降になるとの見通しが示されたと 聞

き及んでおります。今後、同委員会において、地元自

治体やＪＲ九州 、鉄道建設・運輸施設整備支援機構 の

意見を踏まえたうえで、来月までに一定の方針が示さ

れることとされているところです。  

本市といたしましては、「完成・開業時期を平成３４

年度から可能な限り前倒しする 」という政府・与党の

申し合わせの厳守と、 その実現の具体的な対応策につ

いて、地元関係者に対して早急に提示するよう、 関係

自治体・機関とも連携を図りながら、国等に対して働

きかけてまいりたいと考えております。  

 

諫 早 駅 周 辺 整 備 事 業 に お け る 事 業 の 核 と な り ま す

「諫早駅東地区第二種市街地再開発事業 」につきまし

ては、現在、用地補償の協議、再開発 ビルの一部及び

自由通路等の設計を進めているところでございます。  

また、平成２８年度につきましては、 ＪＲ九州にお

いて、諫早駅仮駅舎の完成後、現駅舎の解体、 在来線
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の線路等の切り替え工事 等が順次進められるとともに

橋上駅舎の建設に着手される予定とお聞きしておりま

す。本市といたしましても、諫早駅と一体的に整備を

図っていく必要がありますので、 駅の東西を結ぶ自由

通路や再開発ビルの 敷地工事に着手してまいりたいと

存じます。  

 

「国営諫早湾干拓事業」を巡る動きにつきましては、

先月１８日、開門差止訴訟において、長崎地裁から開

門しないことを前提とする和解勧告が示されました。

和解勧告では、開門により調整池近傍における農業、

漁業、生活に重大な被害が生じる恐れがあること を指

摘し、国に対して「開門に代わる漁業環境改善のため

の措置を検討・実行すべきであり、開門派漁業者に解

決金として一定の金銭を支払うのが相当」との方向性

が示されております。この勧告を受け、先月２２日、

原告である開門差止弁護団、被告である国及び補助参

加人である開門派弁護団の３者が参加する形で和解協

議が開催されたと聞き及んで おります。  

本市といたしまして は、今後も国の動きや和解協議
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を含む裁判の流れを注視するとともに、開門により地

元住民に被害が及ばないよう、これまで同様、防災、

農業、漁業、環境の視点から、市民の安全・安心を守

ることを第一に考え、県や関係団体とともに適切に対

応してまいりたいと考えております。  

 

まもなく東日本大震災から５年が経とうとしており

ます。これまでも復興に向けて懸命な努力が続けられ

ており、一歩一歩復興は進んでいるものの、被災地で

は今なお多くの方が避難生活を余儀なくされて います。

本市は、これまでに給水業務や行政事務、保健業 務、

産業・生活基盤施設の復旧業務など被災地の状況に応

じて様々な支援を行い、現在も福島県新地町に下水道、

道路、農地等の復旧業務に当たる職員を常時４人体制

で長期派遣しております。被 災された方々の一日も早

い生活の再建に向け、引き続き、できる限りの支援を

行ってまいりたいと存じます。  

 

本市は、平成１７年３月１日 の１市５町合併 以来、

平成２７年度までの１０年間のまちづくりの進むべき
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方向性と市政運営の基本指針となる「諫早市総合計画」

のもと、「ひとが輝く創造都市・諫早」を将来都市像

に掲げ、その実現に向け将来を見据えた「土台 づくり」

となる様々な取組を行ってまいりました。 現在、九州

新 幹 線 西 九 州 ル ー ト （ 長 崎 ル ー ト ） の 開 業 に 向 け た   

まちづくりをはじめ 、少子高齢化、人口減少社会の克

服に向けた雇用や定住環境の整備などの大きな課題に

直面しており、これまで以上に地域特性や地域資源を

活かした、これからの時代にふさわしい 取組を進めて

いく必要があると考えます。  

このような中、 平成１８年３月に策定いたしました

総合計画を土台に、今後１０年間を見据えた 「自立で

きる都市」を目指して、「第２次諫早市総合計画」の策

定に向けた取組を行ってまいりました。  

策定に当たりましては、 市民の皆様から様々な機会

を通して御意見をいただくとともに 、市議会からの御

提言も頂戴しながら取り組んできたところでございま

す。本市には素晴らしい自然 や歴史、芸術文化などに

加え、教育や産業、交通体系等においても 大きなポテ

ンシャルを有しております。 「無いものねだりより、
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有るものを活かした」まちづくりを念頭に置きながら、

これからの新たな１０年に向け、「ひとが輝く創造都

市・諫早」の実現のため、本市の強みを活かした「笑

顔あふれる希望と安心のまち」を目指してまいりたい

と考えております。 今後も「生活密着宣言」をすべて

の施策の根幹に据え、「住みやすい」「住んでみたい」

「住んでよかった」と言っていただけるよう全力で市

政運営に当たるとともに、常に市民目線で物事を考 え、

政策を立案し、実行してまいりたいと存じます。  

なお、「長期人口ビジョン」及び「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」につきまして は、第２次総合計画と

整合性を図りながら策定を進めてまいりました 。少子

高齢化・人口減少対策等を戦略的に推進していくため 、

まちづくり連携 協定を締結した 大学や金融機関をはじ

めとする関係団体、県や関係市町等とも連携強化を 図

りながら、必要な対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。  

これまで、 御協力いただきました 総合計画審議会並

びに、まちづくり総合戦略推進会議の委員の皆様には、

長期間にわたり御審 議を賜り、 この場をお借りいたし

http://asp.db-search.com/isahaya-c/dsweb.cgi/document!1!guest05!!23127!1!1!1,-1,1!1672!61169!1,-1,1!1672!61169!4,3,2!43!57!87060!17!11?Template=DocPage#hit1
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まして厚く御礼申し上げます。  

 

それでは、第２次総合計画の政策施策体系に従い、

具体的な施策の大綱について、御説明申し上げます。  

 

第１  輝くひとづくり  

（１）健やかなひとづくり  

子育て環境の充実につきましては、 誰もが安心して

子どもを産み育てることができる 「まちづくり 」を目

指して、県内トップ レベルの支援体制の構築を図って

まいりたいと考えております。  

具体的には、まず、「諫早市子ども・子育て支援事業

計画」に基づき、保護者が希望する教育・保育施設に、

安心して子どもを入所させることがで きる体制の実現

のため、認可保育所の新設や認定こども園の推進など

により、定員の確保を計画的に進めてまいりたいと 存

じます。また、保育料につきましては、これまでも市

独自に負担軽減を行 い、国の基準よりも２６パーセン

ト程度、低い水準としておりましたが、新たに国にお

いて制度化された 多子世帯及び、ひとり親世帯 等への
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保育料の負担軽減措置を活用し、 更なる保護者負担の

軽減に努めてまいります。  

こども準夜診療センターにつきましては、本年１１

月に開設から１０年を迎えます。現在まで諫早医師会、

諫早総合病院の御協力のもと円滑に運営がな され、小

児初期の救急診療体制が確立したことで、 開設当初と

比べ受診者も増加し、子育て世代に広く浸透してまい

りました。今後も引き続き、診療体制の安定化を図り

ながら、保護者が安心できる子育て環境づくりに努め

てまいりたいと存じます。  

子どもの医療費助成につきましては、これまで小学

校就学前の乳幼児を対象に現物給付により実施してま

いりましたが、平成２８年度から医療費助成の対象年

齢を中学生まで拡大し、子育て家庭の 更なる経済的負

担の軽減を図ってまいりたいと考えて おります。事業

の実施に当たりましては、諫早市地域福祉基金を財源

として活用し、償還払いの支給方法により対応してま

いりたいと思っております。市民への広報や電算シス

テムの構築、関係機関との調整など を進め、本年８月

からの実施を目指してまいりたいと存じます。なお、
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医療費助成の対象年齢を拡大することに伴い、所要の

条例改正について本議会に提出 いたしております。  

インフルエンザ予防接種 の実施につきましては、平

成２７年度から 接種対象を中学生まで拡大し 、接種費

用の一部を助成してまいりました 。平成２８年度にお

きましては、ワクチン価格の引き上げもありましたが、

中学生までの自己負担額を引き下げ、保護者の経済的

負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。  

こどもの城は、まもなく開館して７年が経ちます。

毎年１０万人を超える利用者を受け入れ、これまでに

延べ７７万人もの皆様方に御利用いただいております。

今後も子どもたちが生きる力を培う場として、プログ

ラムや施設の充実に努めてまいり たいと存じます。  

児童生徒の学力向上につきましては、２１世紀を担

う 子 ど も た ち に 「 確 か な 学 力 」 を 育 む た め に 、 平 成   

２８年度も引き続き小・中学校に学習サポーターを配

置し、効果的に支援してまいりたいと考えております。 

特別支援教育につきましては、教育効果の安定化と

安全性の確保を目的として、発達障害など、特別な教

育 的 支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 及 び 園 児 が 在 籍 す る
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小・中学校、幼稚園に特別支援教育補助員を配置し、

引き続き効果的な学習支援体制の充実を図ってまいり

たいと存じます。  

学校施設につきましては、本年１２月末で耐震化率

が１００パーセントとな る予定でございます。また、

真津山小学校南校舎の増築工事は 、本年３月に完了い

たしますが、今後 、更なる児童数の増加に対応するた

め、校舎の増築や移設工事を進め てまいりたい と考え

ております。今後も安全・安心で充実した教育環境の

整備を計画的に推進してまいりたいと 存じます。  

 

（２）こころ豊かなひとづくり  

Ｖ・ファーレン長崎につきましては、昨シーズンは

Ｊ２リーグ昇格１年目に続き 、Ｊ１昇格プレーオフ進

出を果たす活躍を見せてくれました。Ｊ２リーグ４年

目を迎え、Ｊ１昇格への期待 が高まっているところで

あり、引き続き 「市民応援デー 」の開催などホームタ

ウン事業を実施してまいりたいと 考えております。  

なごみの里運動公園隣接地に整備中のサッカー場に

つきましては、 本年４月から人工芝ハーフコート を、
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夏頃から天然芝コートの利用を順次開始す ることとし

ております。今後は、Ｖ・ファーレン長崎のチーム強

化に欠かせない拠点練習場とし て、また、市民がクラ

ブに親しみ、サッカーを楽し む場として本格的な利用

ができるものと考えております 。  

久山港スポーツ施設整備につきましては、平成２８

年度において施設用地を取得し、新野球場建築工事に

着手するとともに、 サブグラウンドや多目的広場等の

実施設計を行うこととしており ます。今後も引き続き

スポーツ拠点施設の 整備を進めるとともに、本市が有

するスポーツ資源を最大限に活用した スポーツツーリ

ズ ム に よ る 交 流 人 口 の 拡 大 な ど 、「 ス ポ ー ツ の ま ち 諫

早」の推進を図ってまいりたいと存じます。  

本市出身の書家で 、中央書壇や市美術協会会長とし

て活躍された故 野崎嶽南氏の作品や書道具を昨年７月

に御遺族から寄贈いただきました。これまでの御功績

と今回の御厚志に対する感謝の意を込めまして「 野崎

嶽南作品展」を、来月５日から２８日まで美術・歴史

館において開催いたします。今後も本市ゆかりの芸術

家をはじめ、歴史や文化などを広く紹介し、芸術文化
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の振興を図ってまいりたいと考えております。  

 

第２  活力あるしごとづくり  

（１）地域特性を活かした農林水産業  

農業の振興 につきましては、昨年１０月に大筋合意

に至りました環太平 洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協

定を受け、国において「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」

を踏まえ、農林水産業の競争力の強化などの取組が進

められることとされております。 今後、本市において

も経営安定対策の充実等を進めてまいりたいと考えて

おります。  

本市では、これまでも地域の特性を活かした農業が

営まれており、全国に誇れる多様な農産物が生産され

ております。今後も認定農業者や認定新規就農者、集

落営農組織等の担い手に対し、生産コスト低減のため

の農業用機械導入、経営安定化のた めの園芸用ハウス

の整備など生産基盤の整備に支援を行い、農地集積 や

経営規模拡大、生産性と品質の向上を目指す高付加価

値農業を推進してまいりたいと存じます。  

農業従事者の高齢化や担い手不足に伴い、耕作放棄
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地の増大や地域活力の衰退 が生じつつあります。この

ような中、人口が減少傾向にある支所地域や小さな拠

点地区で空き家を活用して定住される新規就農者に対

して、営農開始に要する経費について支援してまいり

たいと考えております。  

農業基盤整備事業につきましては、現在 、市営事業

として西出口地区圃場整備事業を 、また県営事業とし

て有喜南部地区畑地帯総合整備事業など６地区を実施

しているところであり、引き続き整備推進を図ってま

いりたいと存じます。  

農地転用許可権限の移譲につきましては、昨年６月

第５次地方分権一括法により改正された農地法にお き

まして、市町村からの申出を受けて農林水産大臣が指

定する市町村に農地転用許可権限を与えることとされ

ました。本市におきましても 、地域の実情に即した土

地利用を推進するため、県内でもいち早く 、「指定市町

村」となるべく 、所要の手続 を進めてまいりたいと考

えております。  

有害鳥獣被害対策につきましては、平成２３年度か

ら有害鳥獣被害防止緊急対策事業として、侵入防護対
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策を実施し、今年度までに約９２０キロメートルの電

気柵やワイヤーメッシュ柵を整備しております 。今後

も引き続き、捕獲体制の強化を図るとともに、防護対

策と捕獲対策・棲み分け対策に取り組んでまいりたい

と存じます。  

 林 業 の 振 興 に つ き ま し て は 、 林 道 や 作 業 路 網 の 整

備を行い、間伐等による森林保全及び木材搬出等の効

率的・集約的な施業を推進するとともに、「豊かな森

づくり基金」などを活用した広葉樹林や針葉 樹林の整

備、林産業の収益性の向上を引き続き図 ってまいりた

いと考えており ます。また市の花である「ツクシシャ

クナゲ」の植栽と植栽地周辺の林道整備を計画的に実

施し、自然に親しめる森林レクリエーションの場の提

供も進めてまいりたいと 存じます。  

 水 産 業 の 振 興 に つ き ま し て は 、 藻 場 な ど の 漁 場 環

境を保全するための地域の取組を 引き続き支援すると

ともに、橘湾、大村湾、諫早湾の海域特性を活かした

「つくり育てる漁業」を推進することにより、水産資

源 の 維 持 ・ 回 復 を 図 っ て ま い り た い と 考 え て お り ま

す。  
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（２）活力あふれる商工業の振興と雇用の創出  

平成２６年４月か ら分譲を開始いたしました西諫早

産業団地につきましては、この２か月間で３社と進出

協定を締結いたしました。これにより、 合計６社、約   

６０パーセントの分譲用地に企業の進出が決定したこ

とになりますが、残りの分譲用地につきましても、現

在、数社からの引き合いがあっているところです。 こ

のため西諫早産業団地に隣接するスポーツ施設用地 の

一部である約２ヘクタールにつきまして、 当初テニス

場としての活用を計画しておりましたが、 風の影響を

受けやすく、テニス場には適さないと判断したため、

産業用地として活用 したいと考えております。 一定の

法手続が終了後、所要の条例改正をお願いしたいと 存

じます。  

なお、新たな産業団地の整備につきまし ては、平成

２７年度に実施いたしました候補地の可能性調査等の

結果をもとに、 県と連携しながら推進してまいりたい

と存じます。今後も引き続き企業誘致を推進すること

によりまして、雇用の場を創出し、地域経済の活性化
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を図ってまいりたいと考えて いるところです。  

中小企業者の経営の安定や円滑な資金調達 を図るた

め、引き続き金融機関と連携し 、融資の斡旋や保証料

の一部補給を行うこととしておりますが、本市経済の

活性化のためには、新たな事業の創出を促進すること

が不可欠であります。このため、 創業者に対する融資

につきましては、利子の一部補給に加え、平成２８年

度から、創業前の自己資金を借入限度額とする要件を

撤廃するとともに 、保証料の補給を行って まいりたい

と存じます。  

 

（３）地域資源を活かした観光・物産  

観光の振興につきましては、本年１０月に開催され

る「ねんりんピック長崎２０１６」にあわせ、様々な

広報媒体を活用して、本市の観光情報発信の強化を図

るとともに、市内でのスポーツ合宿や会議などのスポ

ーツ・コンベンション等の誘致支援を 引き続き推進し、

交流人口の拡大を図ってまいり ます。  

地場産品の普及促進につ きましては、諫早観光物産

コンベンション協会等とも連携し、物産展の開催 や長
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崎県が来月から東京都中央区日本橋に開設するアンテ

ナショップも活用して、「いさはや楽焼うなぎ」や「お

こし」「伊木力みかん」など本市の特産品を関東地方の

方などに積極的にＰＲしてまいりたいと存じます。  

なお、地場産品の加工販売や普及促進、 地域活性化

を図るための新たな拠点施設 となる「道の駅」等の整

備に向けた研究を進めてまいりたいと考えて おります。 

 

第３  魅力あるまちづくり  

（１）安全なまちづくり  

「本明川ダム建設事業」につきましては、現在、 国

において、ダム本体や付替道路 工事等のための 地質調

査や測量、設計が行われており 、平成２８年度におき

ましては、損失 補償基準の妥結に向けた地元との 協議

が進められ、引き続き事業の 促進が図られるものと考

えております。本 明川ダムは、市民の生命、財産を守

る治水対策及び渇水時における農業用水、 河川維持用

水の確保を図るために必要不可欠でありますので、関

係住民の皆様の御理解と御協力を得ながら、整備促進、

早期完成の要望を行ってまいりたいと 存じます。  
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なお、移転対象者等の皆様の生活再建対策やダム周

辺地域の振興計画等につきましては、国・県と連携し 、

円滑な事業の推進に努めてまいる所存です。  

がけ地崩壊対策工事支援事業につきましては、平成

２６年度より、急傾斜地崩壊対策事業の採択要件に満

たない自然がけ地 のうち、高さ２メートル以上の個人

が行う崩壊対策工事に対し、必要な費用の一部を支援

しております。市民の生命及び財産を守 る災害に強い

まちづくりを進めるため 、平成２８年度も継続して事

業を実施してまいりたいと 考えております 。  

防 災 行 政 無 線 に つ き ま し て は 、 こ れ ま で 未 整 備 で

あった諫早地域において整備を行い、平成２６年度か

ら全市域で運用を開始したところで ございます。平成

２８年度は、第２次整備といたしまして、支所地域の

既存アナログ子局の再配置とデジタル化更新を行い 、

情報伝達の確実性を高めてまいりたいと考えておりま

す。また、特に防災上重要な土砂災害特別警戒区域に

お住まいで、エフエム諫早が受信可能な御家庭には「防

災エフエムラジオ」を配付し、より確実な情報の伝達

を行うとともに、エフエム電波の不良な地域の改善に
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つきましても、調査研究を進めてまいりたいと存じま

す。  

 

（２）安心なまちづくり  

健康福祉分野のマスタープランである「第３次諫早

市地域福祉計画」につきましては、現 計画の期間が平

成２８年度をもって終了する ため、市民の皆様の御意

見などをお聞きしながら 、平成２９年度からの 次期計

画の策定作業を 進め、地域福祉の更なる推進に 努めて

まいりたいと考えております。  

団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年を見据え、

高齢者が住み慣れた地域で安全 ・安心に日常生活を送

れるよう、現在、「地域包括ケアシステム 」の構築に取

り組んでいるところでございます。特に、住民等の多

様な主体による 地域の支え合い体制づくりを推進する

「介護予防・日常生活支援総合事業」 への移行を平成

２９年度に実施 することとしておりますので、関係者

の皆様の御協力のもと、その 準備に向けた具体的な検

討・協議を重ね、円滑に移行するための作業を 進めて

まいりたいと存じます。  
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いよいよ本年は、第２９回全国健康 福祉祭ながさき

大会「ねんりんピック長崎２０１６」の開催の年 とな

りました。今月７日には最後のリハーサル大会として

「ソフトバレーボール交流 大会」を開催するとともに、 

選手や来場者への健康づくりの普及啓発を行 う「健康

づくり教室」を諫早市健康づくり推進協議会の御協力

を い た だ き 開 催 し た と こ ろ で ご ざ い ま す 。 今 後 は 、   

１０月１５日からの本大会の成功 を目指し、万全の準

備を進めてまいりたいと 考えております。  

  

（３）快適なまちづくり  

（ 仮 称 ） 貝 津 西 公 園 の 整 備 に つ き ま し て は 、 平 成   

２９年４月の供用開始に向けて、平成２８年度から工

事に着手し、市民の皆様に親しまれる公園として整備

を行ってまいりたいと考えております。  

市民生活に密着した道路や水路、交通安全施設等の

迅速な整備や補修を行う「生活基盤整備事業」及び「地

域リフレッシュ事業」につきましては、平成２８年度

も引き続き実施することとしております。より安全で

快適な生活環境の実現のために 、施設の維持補修や小
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規模改良等を実施するとともに、 補修による長寿命化

を図ってまいりたいと考えております。  

幹線道路網の整備につきましては、地域高規格道路

「島原道路」の整備が順調に進められ ており、本市に

おいては、「国道５７号森山拡幅」及び「諫早南バイパ

ス線」として事業が継続して行われております。 次に

「国道３４号本野入口交差点」 につきましては、平成

２８年度も引き続き事業が予定されております。また、

「 国 道 ２ ０ ７ 号 」「 木 床 工 区 」 に つ き ま し て は 、 本 年  

４ 月 末 の 完 成 に 向 け て 整 備 が 進 め ら れ て お り 、「 佐 瀬

工区」につきましては、平成２８年度も引き続き 事業

が行われる予定でございます 。さらに、「長田バイパス」

の延伸に伴う東長田拡幅につきましては、 平成２７年

度に測量、調査、設計が行われ、平成２８年度からは、

地元への説明会等が予定されているとお聞きしており

ます。今後とも幹線道路の早期完成に向け、引き続き、

国・県に対し整備促進を強く要望してまいりたいと 存

じます。  

市道につきましては、諫早西部開発区域内の都市計

画道路「堀の内西栄田線」について、平成２８年度中
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の供用開始に向けて工事を進めてまいり たいと考えて

おります。また、開発区域から国道３４号明峰中学校

前交差点までの区間につきましては、平成 ２７年度か

ら測量、調査、設計を 行っており、平成２８年度から

は地元への説明会を開催し、その後、用地交渉を開始

する予定でございます 。引き続き事業の推進を図って

まいりたいと存じます。  

「（仮称）伊木力浄水場」につきましては、水道水の

安全で安定的な供給を図るため、平成２８年度より整

備を進めてまいりたいと考えております。  

多良見町大草地区における生活排水対策につきまし

ては、地形や集落の広がり状況、地元の意向等も 勘案

し、国・県とも協議を行った結果、農業集落排水事業

による排水処理について、平成２８年度 から事業計画

の策定に着手してまいりたいと 存じます。また、有喜・

松里地区漁業集落排水事業につきましては、今年度末

に一部の地区で供用を開始し、平成２８年度末には全

区域の供用を開始する見込みでございます。  

乗合タクシーの運行につきましては、早見地区、本

野地区、小江・深海地区において 引き続き実施すると
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ともに、新たに上大渡野地区において本格 運行に向け

た実証実験を行う予定 としております。今後も市民の

皆様の移動手段の確保、利便性の向上に取り組んでま

いりたいと考えております。  

定住促進と地域コミュニティの維持を図るため、平

成２３年度から市街化調整区域における土地利用の規

制緩和に取り組んでまいりました 。平成２７年４月か

らは「小さな拠点」の理念を導入し、更に大幅な規制

緩和を行った結果、徐々にではありますが、その成果

が現れてきているものと考えて おります。今後も本制

度の周知に努め、 土地利用の促進を図ることで、定住

促進につなげてまいりたいと存じます。  

諫早西部団地につきましては、長崎県住宅供給公社

が平成２３年１１月より東１地区における１７４区画

の宅地分譲を行っており、本年１月末現在で分譲率が

約９７パーセントとほぼ完売の状況となって おります。

また、平成２５年１２月より８４区画の宅地造成工事

が行われておりました東２地区につきましては、平成

２８年１月に造成が完了し、既に分譲のための手続が

開始されているとのことでございます。なお、西１地
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区 約 ３ ヘ ク タ ー ル の 商 業 用 地 に つ き ま し て は 、 平 成  

２８年度の分譲 を目指し、整備を進める予定とお聞き

しておりますので、本市といたしましても、雇用の創

出や経済活性化に資するため、大規模商業施設の立地

促進に向けた環境整備に努めてまいりたいと存じます。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき

本市におきましても、平成２８年度に「空家等対策計

画」を作成し、空き家等の利活用や著しく生活環境に

影響を及ぼす特定空家等に対する措置など を、総合的

かつ計画的に推進することと いたしております。  

なお、「空き家バンク 」に登録された空き家を活用

しようとする方に対して、平成２８年度から新たに支

援を行うこととしております。これ により適切な管理

を促すとともに 、コミュニティの維持・活性化が図ら

れるものと考えているところです。  

「栄町東西街区市街地再開発事業」につきましては、

現在、再開発組合において、実施設計や権利変換計画

の策定業務が進められており ますので、中心市街地の

活性化を図るため 、今後とも引き続き支援を行ってま

いりたいと存じます。  
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「地域づくり協働事業」につきましては、住民自ら

が地域のために必要な事業を考え、実践していく事業

として定着し、これまで様々な成果も生まれてきてお

ります。平成２８年度におきましても、引き続き特色

ある個性豊かな地域づくり の支援に取り組んでまいり

たいと考えております。  

 

第４  計画実現に向けた基本姿勢  

（１）市民目線の行政  

本市のイメージアップを図り、定住人口及び交流人

口の拡大を目指すシティプロモーションにつきまして

は、地域イメージの向上や地元に対する愛着を醸成す

るとともに、新しい人の流れをつくるため、新たに「 諫

早市シティプロモーション戦略」を策定し、積極的 か

つ効果的な情報発信に努めてまいりたいと 存じます。  

多くの市民の皆様から率直な 御意見を頂戴する「ま

ちづくり懇談会」及び「市長のふれあい訪問」につき

ましては、私が施策の根幹と考えている「生活 密着宣

言」を実現するうえで大変貴重な機会であることから 、 

引き続き実施してまいりたいと考えております 。  
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ふるさと納税につきましては、平成２７年度は昨年

度を大きく上回る３億円を超える御寄附を いただいた

ところであり、本市のまちづくりを応援していただい

た全国の皆様に心より御礼を申し上げます。今後も、

事業者の方々とともに、本市の魅力あふれる幅広い返

礼品を発掘し、応援していただく皆様へ喜んでいただ

けるよう取り組んでまいります。また、ふるさと納税

を通じて、本市の自然に育まれた暮らし、美しい景観、

文化財、伝承文化などの情報発信に役立ててまいりた

いと考えているところです。  

 

本日、総務省統計局より、平成２７年国勢調査人口

速報集計結果が発表されました。  

発表によりますと、本市の人口は１３万８，１３６

人で、平成２２年の確定値１４万７５２人と比較しま

すと、２，６１６人、１．９パーセントの減少となっ

ております。  

なお、確定値につきましては、本 年１０月に公表さ

れる予定でございます。  
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本 市 の 平 成 ２ ８ 年 度 当 初 予 算 に つ き ま し て は 、「 第

２ 次 諫 早 市 総 合 計 画 」 に 掲 げ る 政 策 施 策 体 系 の も と 、

「子育て支援」施策の充実のほか、「安全安心のための

地域防災機能の強化」や「新たな市民スポーツの拠点

施設整備」など、新たな１０年を指向した重点事業に

優先的に財源配分を行うとともに、きめ細やかな施策

を総合的に展開し、課題である定住人口の増加や交流

人口の拡大につなげる好循環の創生に向けた積極的な

予算を編成しました。  

一般会計予算の総額は、合併後の新市発足以来、最

大 規 模 と な る ６ ３ ３ 億 ８ ， ７ ０ ０ 万 円 と な り 、 平 成   

２７年度当初予算と比較しますと４０億１００万円、

６．７パーセントの増でございます。また、特別会計

は、国民健康保険事業会計など６つの事業会計の合計

で、３４０億４５０万円となっております。  

 

なお、追加議案として、人事案件を予定しております。  

よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。  


